
労
働
保
険
の
年
度
更
新
の

お
知
ら
せ

金
銭
ト
ラ
ブ
ル
は「
少
額
訴
訟
」

で
ス
ピ
ー
ド
解
決
！
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平成28年度　徳島県職員等平成28年度　徳島県職員等平成28年度　徳島県職員等

日
時
　
５
月
27
日
(金) 

午
前
９
時
30
分
〜

場
所
　
日
和
佐
公
民
館
３
階
会
議
室

○
人
権
擁
護
委
員
の
委
嘱
に
つ
い
て

　

３
月
31
日
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

人
権
擁
護
委
員
に
次
の
方
が
委
嘱
さ

れ
ま
し
た
の
で
、お
知
ら
せ
し
ま
す
。

　

酒
井
勝
利
さ
ん

　
　

由
岐
地
区
担
当　

再
任

訓
練
科

　

介
護
初
任
者
研
修
科
１

内
容徳

島
県
介
護
職
員
初
任
者
研
修
課
程

定
員
　
15
名

対
象
　

離
転
職
者
等
で
、
公
共
職
業
安
定

所
所
長
か
ら
受
講
あ
っ
せ
ん
を
受

け
た
人

訓
練
期
間

７
月
５
日
(火)
〜
10
月
４
日
(火)

　
　
（
日
・
祝
日
・
お
盆
は
休
校
日
）

訓
練
時
間

午
前
９
時
15
分
〜
午
後
４
時
35
分

訓
練
場
所

阿
南
建
設
会
館

受
講
料　
無
料

　

※

テ
キ
ス
ト
代
は
自
己
負
担

申
込
期
間

　

５
月
16
日
(月)
〜
６
月
14
日
(火)

申
込
先

　

居
住
地
を
所
管
す
る
公
共
職
業
安

定
所
へ

お
問
い
合
せ
先

公
共
職
業
安
定
所
ま
た
は
南
部
テ
ク

ノ
ス
ク
ー
ル

　
☎
０
８
８
４-

26-

０
２
５
０

　

放
送
大
学
は
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
学
ぶ
通

信
制
の
大
学
で
す
。

　

心
理
学
・
福
祉
・
経
済
・
歴
史
・

文
学
・
自
然
科
学
な
ど
、
幅
広
い
分

野
を
学
べ
ま
す
。

　

働
き
な
が
ら
学
ん
で
大
学
を
卒
業

し
た
い
、学
び
を
楽
し
み
た
い
な
ど
、

様
々
な
目
的
で
幅
広
い
世
代
、
職
業

の
方
が
学
ん
で
い
ま
す
。

○
15
歳
以
上
の
方
な
ら
、
１
科
目
か

ら
学
習
す
る
選
科
履
修
生
・
科
目

履
修
生
と
し
て
入
学
で
き
ま
す
。

○
18
歳
以
上
の
大
学
入
学
資
格
を
お

持
ち
の
方
な
ら
、
入
学
試
験
は
な

く
、
全
科
履
修
生
と
し
て
入
学
で

き
、
４
年
以
上
在
学
し
て
、
124
単

位
を
修
得
し
卒
業
す
る
と
、
学
士

（
教
養
）の
学
位
を
取
得
で
き
ま

す
。

○
一
つ
の
分
野
を
体
系
的
に
学
び
た

い
方
に
は「
放
送
大
学
エ
キ
ス
パ

ー
ト
」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　

出
願
期
間
に
つ
い
て
、
第
1
回
は

8
月
31
日
ま
で
、
第
2
回
は
9
月
20

日
ま
で
。

　

資
料
を
無
料
で
差
し
上
げ
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
放
送
大
学
徳
島
学
習

セ
ン
タ
ー（
☎
0
8
8-

6
0
2-

0
1
5
1
）ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

放
送
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
受
け

付
け
て
お
り
ま
す
。

　

本
年
度（
平
成
28
年
度
）の
労
働

保
険
の
年
度
更
新
に
つ
き
ま
し
て

は
、
6
月
1
日
か
ら
7
月
11
日
ま
で

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

平
成
27
年
度
分
の
確
定
保
険
料

と
、
平
成
28
年
度
分
の
概
算
保
険
料

の
申
告
・
納
付
手
続
を
、「
労
働
保

険
確
定
・
概
算
保
険
料
申
告
書
」に

よ
り
7
月
11
日
(月) 

ま
で
に
行
っ
て

い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
徳
島
労
働
局　

労
働

保
険
徴
収
室（
☎
0
8
8-

6
5
2

-

9
1
4
3
）へ
お
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

　

簡
易
裁
判
所
の
民
事
訴
訟
の
中
で

も
少
額
訴
訟
は
、
少
額（
60
万
円
以

下
）な
金
銭
ト
ラ
ベ
ル（
敷
金
の
返

還
、
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
代
金

請
求
な
ど
）を
、
迅
速
に
解
決
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
た
特
別
な
手
続
で

す
。

少
額
訴
訟
に
は
次
の
よ
う
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
る
ん
で
す
よ
！

①
判
決
ま
で
が
早
い
！

原
則
１
回
の
審
理
で
ト
ラ
ブ
ル
を

解
決

②
手
続
が
簡
単
！

・
備
付
け
の
定
型
用
紙
で
申
立
て
も

簡
単

・
裁
判
所
窓
口
で
は
、
手
続
案
内
や

説
明
を
受
け
ら
れ
る

③
ト
ラ
ブ
ル
の
内
容
や
相
手
に
応
じ

た
柔
軟
な
解
決
が
で
き
る
！

相
手
方
の
支
払
能
力
を
考
慮
し

て
、
分
割
割
や
支
払
の
猶
予
な
ど

を
認
め
る
判
決
が
可
能

　

少
額
訴
訟
に
つ
い
て
も
っ
と
詳
し

く
知
り
た
い
と
い
う
方
は
、
裁
判
所

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の「
裁
判
手
続
の
案

内
」ペ
ー
ジ
の「
簡
易
裁
判
所
の
民

事
事
件
Ｑ
＆
Ａ
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

http
://w

w
w
.courts.go.jp/ga_

kansai/index.htm
l

◆採用試験の実施予定

受　験　資　格
（年齢は平成29年4月1日現在）

次の（1）、（2）のいずれかに該当する者。
（1）昭和55年4月2日（36歳）から平成7年4月
1日（22歳）までに生まれた者。

（2）平成7年4月2日（21歳）以降に生まれた者で、
四年制大学等を卒業した者又は平成29年3月
31日までに卒業見込みの者。

平成4年4月2日（24歳）から平成9年4月1日
（20歳）までに生まれた者。

平成7年4月2日（21歳）から平成11年4月1日
（18歳）までに生まれた者。ただし、四年制大学等
を卒業した者又は平成29年3月31日までに卒業
する見込みの者を除く。

昭和61年4月2日（30歳）以降に生まれた者で、
四年制大学等を卒業した者又は平成29年3月31
日までに卒業見込みの者。

昭和61年4月2日（30歳）から平成11年4月1
日（18歳）までに生まれた者。ただし、四年制大
学等を卒業した者又は平成29年3月31日までに
卒業する見込みの者を除く。

試験名

大　　学
卒業程度

短期大学
卒業程度

高等学校
卒業程度

警察官Ａ
（男性）

警察官Ａ
（女性）

警察官B
（男性）

警察官B
（女性）

最終合格
発 表 日

8月中旬

11月中旬

8月中旬

11月下旬

第 2 次
試 験 日

7月中旬
から

10月下旬
から

8月上旬
から

11月上旬
から

第 1 次
試 験 日

6月26日(日)

9月25日(日)

7月10日(日)

10月16日(日)

受付期間

5月13日(金)～

5月31日(火)

8月 4 日(木)～

8月22日(月)

5月13日(金)～

6月 3 日(金)

8月 4 日(木)～

8月25日(木)

試 験 案 内
申　込　書
配布開始日

5月12日(木)

7月 1 日(金)

5月12日(木)

7月 1 日(金)

※試験を実施する職種、採用予定人員、試験内容等の詳細については、それぞれの試験案内で確認してください。
※「大学卒業程度」、「短期大学卒業程度」及び「高等学校卒業程度」とは、それぞれの試験で必要とする学力の目安であり、学歴を受験資格
とするものではありません。
※受験資格については、上記の年齢と異なるものや、資格･免許等を必要とする試験区分もあります。
※電子申請の受付期間は 、上記の受付期間より短くなるほか、試験日程についても変更になる場合がありますので、それぞれの試験案内
で確認してください。
※警察官Aについては、平成28年度途中から勤務可能な方を採用する場合があります。


